
本校（通信制課程）を卒業または退学（除籍）された方の各種証明書の発行について 

 

通信制事務室では、本校を卒業または退学（除籍）された方に対して以下のとおり各種証明書の発行を行

っていますので、ご案内します。 

 

１ 発行できる証明書 

(1) 卒業証明書・・・・・全ての卒業生の方について発行できます。 

(2) 単位修得証明書・・・卒業後または退学（除籍）後 20 年以内の方について発行できます。 

(3) 成績証明書・・・・・平成５年度以前の入学生で卒業または退学（除籍）後 20 年以内の方また

は、平成６年度以降の入学生で卒業または退学（除籍）後５年以内の方に

ついて発行できます。 

(4) 調査書・・・・・・・原則的に卒業後５年以内の方について発行できます。 

※その他の証明書については、事務室にご相談ください。 

 

２ 申請に必要なもの 

(1) 証明書交付申請書 ※ダウンロードできます。印刷してご利用ください。 

※英文の証明書をご希望の場合は、余白にその旨及びローマ字で氏名をご記入ください。 

※現在の氏名と卒業時の氏名が異なる場合は、氏名欄に（旧氏名○○）とご記入ください。 

(2) 手数料 １通につき 420 円 

 

３ 申請方法 

(1) 事務室に来られる場合・・・上記２の(1)(2)をご持参の上、通信制事務室へお越しください。 

（代理人が申請される場合は、上記２の(1)(2)に加えて、委任状が必要です。） 

・受付時間 月～金曜日の８時 30 分～17 時 00 分 

（夜間スクーリング等で時間変更の可能性がありますので、事前にお電話をしてください。） 

(2) 遠方等で学校に来られない場合・・・申請方法を説明しますので、電話でお問い合わせください。 

 

４ 発行に要する日数 

(1) 卒業証明書・・・・・・・・・・・・・・・・１日後 

(2) 成績証明書・単位修得証明書・・・・・・・・３日後 

(3) 調査書・英文の証明書・その他の証明書・・・５日後 

※郵送の場合は、上記日数に加えて郵送に要する時間がかかりますので、余裕を持って申請してくだ

さい。 

 

５ 証明書の受け取り 

学校に受け取りに来られる場合は、受付時にお渡しする「引換書」を持って事務室へ来てください。 

 

６ 書類の送付先及び連絡先 

〒６０４－８３８４ 京都市中京区西ノ京式部町１ 

京都府立朱雀高等学校 通信制事務室 

（TEL）０７５－８４１－０７５４ 


